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　購入を希望される方は、一般競争入札物件一覧表、村有地公募売却一般競争入札要領

及び入札物件調書等を十分にお読みになり、現地等を必ず確認の上、ご参加ください。 

 

（本書３～８、２１～２３ページ参照）

　購入希望者は本書に添付の「村有地公募売却一般競争入札参加申請書」（９ペー

ジ）・「誓約書」（１１ページ）に必要事項を記入・押印のうえ、関係書類を添えて、島

牧村役場庁舎２階施設課に受付期間内に持参又は郵送してください。 

（本書８ページ「申込提出書類一覧表」参照） 

 

受付期間　令和７年１２月１日（月）　から　１２月１２日（金）まで 

（郵送の場合は必着） 

　　　　　　　　　午前８時４５分　から　午後５時３０分（閉庁日を除く）

村有地公募売却一般競争の概要 

 

公募売却方法は一般競争入札で、村が定めた最低売却価格以上で最も高い価格により入

札した方を購入者（落札者）として決定します。入札条件につきましては、本書 （４ペー

ジ）からの「村有地公募売却一般競争入札要領」をご覧ください。  
 

 

１ 物件の確認  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 参加申込受付  
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　申込みをされ応募資格が認められた方に「村有地公募売却一般競争入札開催通知書」

を、令和７年１２月１８日（木）までに送付します。 

　この通知書は大切保管し、入札当日に必ずご持参ください。

　入札日　令和７年１２月２２日（月）午後１時３０分

　関係書類を添付のうえ、契約日までに普通財産譲渡申請書を提出していただきます。 

　（申請書は落札者にお渡しします。）

　令和７年１２月３０日（火）までに、売買契約を締結していただきます。契約を締結

されない場合には落札は無効になります。 

次の２通りの方法があります。 

　　（１）　契約と同時に全額一括して支払う方法 

　　（２）　契約時に契約保証金として売買代金の１００分の１０以上（円未満切り上

げ）を支払い、残金を契約締結日から３０日以内に支払う方法

　売買代金が完納後に、村が所有権移転登記を行います。登録手数料はかかりませんが

登記に必要な登録免許税等は購入者の負担となります。 

３ 入札開催の通知  

 

 

 

 

 

４ 入札日時  

 

 

 

 

５ 普通財産譲渡申請書の提出 

 

 

 

 

６ 契約の締結 

 

 

 

 

７ 代金の支払い 

 

 

 

 

 

 

 

８ 所有権の移転 
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一般競争入札物件一覧表 

※物件の詳細については、別冊の物件調書をご覧ください。2筆まとめての売却となります。 

 

１ 入札申込期間 　令和７年１２月１日（月）から１２月１２日（金） 

午前８時４５分から午後５時３０分（閉庁日を除く） 

 

２ 申込受付場所 　島牧村字泊８３番地１ 島牧村役場施設課 

 

３ 入 　札 　日 　令和７年１２月２２日（月）午後１時３０分 

 

４ 入 札 会 場 　 島牧村役場庁舎２階大会議室 

 

５ 入札参加に当たっての留意事項 

（１）「村有地公募売却一般競争入札参加申請書」に記入間違いや記入漏れなどの不備が

ありますと申込みが無効となる場合がありますので、ご注意願います。 

 物件 

番号

所　在　地 地　目 面　積 

　　（㎡）

最低売却価格 

（円）

 1 島牧村字大平 61番 7 宅地 232.38 978,988

 島牧村字大平 61番 2 原野 503.00
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村有地公募売却一般競争入札要領 

１ 入札参加者の応募資格 

個人、法人を問わず以下の（１）から（７）の条件に該当する方は申込みできます。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない方（本書８ページ参照） 

（２）売買代金の支払いができる方（本書６、７ページ参照） 

（３）村税等の滞納がない方 

（４）個人については市町村・都道府県民税の滞納がない方 

（５）法人については契約行為を行う本店又は支店、営業所の所在地により下記の滞納が

ない方 

ア 村内業者にあっては法人村民税 

イ 道内業者（村内業者を除く。）にあっては法人事業税 

ウ 道外業者にあっては法人税の滞納がない方 

（６）島牧村暴力団排除条例に該当していない方 

（７）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第５条の規定による観察処分

を受けた団体及びその役職員又は構成員に該当しない方 

 

２ 契約上の特約 

売買契約に当たっては、次の条件を付すこととします。 

（１）使用用途 

原則、島牧村地域の活性化に寄与するよう用途に使用することとする。 

（活用例：店舗、住宅、民泊等） 

（２）禁止用途 

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に定める風

俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する公序良

俗に反する用途に使用することはできません。 

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に定める暴力

団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するな

ど、公序良俗に反する用途に使用できません。 

ウ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に規定される次の用途に利用するこ

とを禁止します。なお、同法の規定による危険物の貯蔵、処理量を問わず禁止

します。  
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 ①危険物貯蔵施設またはこれに類する施設 

②危険物処理施設またはこれに類する施設 

③危険物製造工場またはこれに類する施設 

ア 建築基準法に規定される畜舎、またはこれに類する施設の用途に利用する 

　　　　　 ことを禁止します。 

イ 廃材等の保管施設またはこれに類する施設の用途に利用することを禁止し 

ます。 

ウ 周囲の景観を損なうもの、騒音や悪臭、健康被害等、住民生活に悪影響を与 

える施設の用途に利用することを禁止します。 

 

（３）使用義務 

財産の引き渡し後、３か年以内に村の地域活性化に寄与する用途に使用するこ

と。 

（４）違約金の徴収 

禁止用途に違反した場合には売買代金の３０％を違約金として、村に支払わな

ければなりません。（契約解除となります。）  

（５）談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項 

 

３ 売払いの主な条件 

（１） 土地は、現状で植木等を含めた引き渡しとなります。 

（２） 地盤、地下埋設物、土壌等の調査は実施しておりませんので、事前に調査をされ

る方は、必ず施設課へご連絡のうえ、実施するようにしてください。 

（３） 売買物件について、隣接土地所有者、地域住民等との調整等が生じた場合は、す

べて買受者において行っていただきます。  

 

４ 入札の参加申込み  

（１）入札参加申込み  

入札参加希望者は、「村有地公募売却一般競争入札参加申請書」（本書１０ページ）

等の提出書類（「申込提出書類一覧表」本書９ページ参照）を受付場所（下記（３）

参照）に直接持参または郵送してください。(郵送の場合は必着） 

※申請申込みを行わないと入札に参加できません。  

（２）受付期間  

令和７年１２月１日（月）　から　令和７年１２月１２日（金）まで 
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（３）受付場所及び時間  

受付場所　島牧村字泊８３番地１ 島牧村役場施設課 

受付時間　午前８時４５分　から　午後５時３０分まで（閉庁日は除く）  

（４）一般競争入札参加者の決定  

　　　　　 村有地公募売却一般競争入札参加申請書が受理された方には、「村有地公募売 

却入札開催通知書」を令和７年１２月１８日（木）までに送付いたします。 

「村有地公募売却入札開催通知書」は大切に保管し、入札開催日当日に必ずご　　　　　

持参ください。  

５ 入札方法  

村が定めた最低売却価格以上で、最も高い価格により入札した方を落札者として

決定します。 

（１）入札及び開札の日時・場所 

日時　令和７年１２月22日（月）午後１時３０分から 

場所　島牧村字泊８３番地１　島牧村役場庁舎２階大会議室 

（２）入札の参加者 

ア 村有地公募売却一般競争入札参加申請書に記載された本人又は代理人が参加　

することができます。 

イ 代理人の方が入札に参加される場合は、委任状（本書13ページ）が必要となり

ます。 

（３）入札方法等  

ア 入札参加者は、所定の入札書に必要な事項を記載し、記名、押印の上、所定の

入札箱に投函してください。 

イ 記載方法については、（本書17ページ）をご参照ください。 

ウ 投函された入札書は、その理由のいかんにかかわらず、引換え、変更又は取り　　

消しを行うことができません。  

エ 開札は入札後直ちに入札者の面前で行います。 

オ 入札の回数は１回とし、再度入札は行いません。 

カ 落札者となるべき同価格の入札者が２人以上あるときは、直ちにくじによって

落札者を決定します。 
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（４）入札の未入札 

入札参加者が、入札開始日時までに入札書等の提出を行わなかった場合は、未入 

札として取扱うものとします。 

（５）入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

ア 入札参加資格の無い者がした入札 

イ 委任状を持参しない代理人のした入札 

ウ 同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理人をし 

　　　　　　 た者の入札 

エ 入札金額が最低売却価格に満たない入札 

オ 記載事項の不明な入札又は記名押印のない入札 

カ 金額を訂正した入札又は意思表示が不明瞭な入札 

キ 同じ物件について２通以上の入札書を投函した入札 

ク 入札に関し不正行為のあった入札 

ケ その他入札条件に違反した入札 

６ 契約の締結 

（１） 落札者には入札終了後、契約に必要な書類をお渡しします。 

（２） 売買契約の締結は、普通財産譲渡申請書を提出の上、令和７年１２月３０日（火） 

までに売買契約を締結していただきます。期限までに契約を締結されない場合 

には落札は無効となります。 

７ 売買代金の支払方法  

売買代金の支払方法は、次の２通りの方法があります。  

（１） 一括払い 

売買契約締結と同時に、村が発行する納入通知書により、全額一括して支払 

っていただく方法。 

（２） 契約保証金払い 

売買契約締結と同時に、契約保証金として、売買代金の100分の10以上（円未　　

切上げ）納付していただき、その後、売買代金と契約保証金との差額を、村が

発行する納入通知書により30日以内に支払っていただく方法。 

※契約保証金は売買代金の支払いが行われなかった場合には、島牧村に帰属　

することとなりますのでご注意ください。 

８ 所有権の移転  

（１） 売買代金が完納されたときに所有権が移転するものとし、同時に物件の引渡し

があったものとします。  
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（２） 土地は現状で植木等を含めた引き渡しとなります。 

（３） 所有権の移転登記は、公簿面積によるものとし、入札参加申込者の名義へ移転登 

記します。 

売買代金完納後、買受者の請求により村が行います。 

（４） 売買契約書に貼付する収入印紙及び所有権移転登記に必要な登録免許税等は、買

受者の負担となります。 

９ 地方自治法施行令（抄） 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第１６７条の４  

普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入

札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加さ

せることができない。  

２ 普通地方公共団体は、次の各号の一に該当すると認められる者をその事実があ　

った後二年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配

人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする 

一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若し

くは数量に関して不正の行為をした者 

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成

立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当た

り職員の職務の執行を妨げた者 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者 

六 前各号の一に該当する事実があつた後二年を経過しない者を契約の履行に当た

り代理人、支配人その他の使用人として使用した者  

（昭三八政三〇六・全改、平成一二政三七・一部改正） 
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申込提出書類一覧表 

 

【個人での申込み】 

 

【法人での申込み】 

【注意事項】 

１ 申請書類一式は、契約、非契約に関わらず返却いたしません。 

２ 委任する場合、他の申請者から既に委任を受けている方に委任することはできません。 

３ 各証明書は申請日の３箇月以内に発行されているものとします。 

 

 番号 提　出　書　類 備　考

 
１ 村有地公募売却一般競争入札参加申請書 第１号様式（印鑑登録証明書添付）

 
２ 誓約書 第２号様式

 
３ 委任状 第３号様式代理人を立てる場合のみ

 
４ 納税証明書

前年度分 市町村・都道府県民税 

（非課税の場合は非課税証明書）

 
５ 住民票 申込者分

 番号 提　出　書　類 備　考

 
１ 村有地公募売却一般競争入札参加申請書 第１号様式

 
２ 誓約書 第２号様式

 
３ 委任状 第３号様式代理人を立てる場合のみ

 

４ 納税証明書

前年度分 契約行為を行う本店又は 

支店、営業所の所在によって 

（１）村内　法人村民税 

（２）道内　法人事業税 

（３）道外　法人税

 
５ 住民票 申込者分
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第１号様式 

村有地公募売却一般競争入札参加申請書 

令和　　年　　月　　日 

島牧村長　夏井　一充　様 

村有地公募売却一般競争入札要領に記載する参加資格・条件・内容等及び現地の状況を

承諾のうえ、次のとおり入札の参加を申込みます。 

記 

 

 
物   件    番   号

 

物　件　所　在　地
 

 
申　請　者　住　所

 
申　請　者　氏　名 印　

 

法
人
の
場
合

会　　社　　名

 
代　表　者　名 印　

 
担　当　者　名

 
電 　話 　番 　号
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【記入例】 

第１号様式 

村有地公募売却一般競争入札参加申請書 

令和　７年　〇月　〇日 

島牧村長　夏井　一充　様 

村有地公募売却一般競争入札要領に記載する参加資格・条件・内容等及び現地の状況を

承諾のうえ、次のとおり入札の参加を申込みます。 

記 

 

 
物   件    番   号 １

 

物　件　所　在　地
島牧村字泊２９番地 

 
申　請　者　住　所 島牧村字泊８３番地１

 
申　請　者　氏　名 島牧　太郎　　　　　　　　　　　 印

 

法
人
の
場
合

会　　社　　名

 
代　表　者　名 印　

 
担　当　者　名

 
電 　話 　番 　号 ０１３６－７５－６２７２
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２号様式 

誓　　約　　書 

令和　　年　　月　　日 

島牧村長　夏井　一充　様 

（個人）　 　　　　　　　　　　　　　　　　 

住　　所　 　　　　　　　　　　　　 

氏 　 名　　　　　　 　　　　　　印 

 

 

（法人）　　　　　　　　　　　　　　　　　  

所 在 地　　　　　　　　　　　　　  

会 社 名　　　　　　　　　　　　　  

代表者名 　　　　　　　　　　　実印 

担当者名　　　　　　　　　　　　 印 

 

村有地売払いの競争入札に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の

規定に抵触する行為は行っていないことを誓約し、この誓約書の写しが、公正取引委員会

及び北海道警察に送付されても異議ありません。また、島牧村暴力団排除条例に該当して

いないことを誓約するとともに、当該措置要件の該当の有無について、北海道警察に照会

されても異議ありません。 

村税等の滞納がないことを誓約するとともに、滞納の有無について、関係部署に照会さ

れても異議ありません。 
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第３号様式 

委　　任　　状 

令和　　年　　月　　日 

島牧村長　夏井　一充　様 

住 所　　　　　　　　　　　　　　　　 

氏 名　　　　　　　　　　　　　　　印 

（会社名・代表者名）　　　　　　　　　　　印 

私は、次の者を代理人と定め、一般競争入札及びこれに付帯する権限を委任します。  

（代理人） 

住　所 

 

 

氏　名 

 

 

委 任 事 項 

次の入札及び改札に関する一切の件 

【注意事項】 

１ 複数の入札に参加される場合、委任状は物件ごとに必要となります。 

２ 代理人使用印の枠内に、代理人が入札時に使用する印鑑を押印してください。 

※入札では、この代理人使用印以外は使用できません。 

 

 
物 件 番 号 物 件 所 在 地 面  積（㎡）

 

 
代理人使用印

 



14

【記入例】 

第３号様式 

委　　任　　状 

令和　　年　〇月　〇日 

島牧村長　夏井　一充　様 

　　　　　　　　　住 所　　　　　島牧村字泊８３番地１　 

氏 名　　　　　　　　　島牧　太郎　印 

（会社名・代表者名）　　　　　　　　　　　印 

私は、次の者を代理人と定め、一般競争入札及びこれに付帯する権限を委任します。  

（代理人） 

住　所 

　　　　島牧村字泊８３番地１ 

 

氏　名 

　　　　島牧　花子 

 

委 任 事 項 

次の入札及び改札に関する一切の件 

【注意事項】 

１ 複数の入札に参加される場合、委任状は物件ごとに必要となります。 

２ 代理人使用印の枠内に、代理人が入札時に使用する印鑑を押印してください。 

※入札では、この代理人使用印以外は使用できません。 

 

 
物 件 番 号 物 件 所 在 地 面  積（㎡）

 
１ 島牧村字泊２９番地 〇〇㎡

 
代理人使用印
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第４号様式 

入　　札　　書 

島牧村長　夏井　一充　様 

地方自治法、同法施行令、島牧村財務規則を遵守し、入札及び契約に関する事項を承認

のうえ、次の金額をもって入札します。  

記 

【入札物件】  

 

※金額の訂正は失格となります。 

 

令和　年　月　日 

　　　　（入札者）住 所　　　　　　　　　　　　　           

（所  在） 　　　　　　　　　　　　　　　  

氏 名（会社名、代表者名）　　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　　　　 印 

 

※本人が入札する場合は不要です。　　　　　　　　　 

（代理人）住 所　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

氏 名　　　　　　　　　　　　　　　　　印 

【注意事項】 

１ 使用する印鑑は、印鑑登録証明書に登録されて印鑑とすること。ただし、代理人が入札

するときは、入札者欄に申込人（委任者）の事項を記入（押印不要）し、代理人欄に代

理人の事項を記入のうえ、委任状に押印された代理人の印鑑を押印すること。 

２ 金額の数字は算用数字を用い、金額の頭に「￥」の記号を記入すること。 

 
物件番号 物 件 所 在 地

 
島牧村 

 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円

 

入札金額
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【記入例】 

第４号様式 

入　　札　　書 

島牧村長　夏井　一充　様 

地方自治法、同法施行令、島牧村契約に関する規則を遵守し、入札及び契約に関する事

項を承認のうえ、次の金額をもって入札します。  

記 

【入札物件】  

 

※金額の訂正は失格となります。 

令和７年〇月〇日 

　　　　（入札者）住 所　　　　　　　　　　　　　           

（所  在） 　　　　　　　　　　　　　　　  

氏 名（会社名、代表者名）　　　　　　　  

　　　　　　　　島牧　太郎　 印 

 

※本人が入札する場合は不要です。　　　　　　　　　 

（代理人）住 所　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

氏 名　　　　　　　　　　　　　　　　　印 

【注意事項】 

１ 使用する印鑑は、印鑑登録証明書に登録されて印鑑とすること。ただし、代理人が入札

するときは、入札者欄に申込人（委任者）の事項を記入（押印不要）し、代理人欄に代

理人の事項を記入のうえ、委任状に押印された代理人の印鑑を押印すること。 

２ 金額の数字は算用数字を用い、金額の頭に「￥」の記号を記入すること。 

 
物件番号 物 件 所 在 地

 

１ 島牧村字泊２９番地

 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円

 

入札金額 ￥ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
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入札日の持参品 

 

入札会場での手順 

１ 入札会場受付 

（入札開始時間の１５分前から）  

　　・「村有地公募売却一般競争入札開催通知書」をお見せください。 

・代理人の方は、「委任状」を提出してください。  

２ 入 札  

・入札書に必要事項を記入、押印し（事前に用意しても結構です）所定の入札箱に投函

してください。 

３ 開 札 

・村が事前に定めた最低売却価格以上で、最も高い価格を入札した方を落札者として

決定します。 

４ 契約説明 

・落札された方に契約手続、売買代金の納付、所有権移転登記などについて説明しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１
村有地公募売却

入札開催通知書

一般競争入札参加資格が認められた方には、受付番号が記載さ

れた「村有地公募売却一般競争入札開催通知書」を令和７年　

１２月１８日（木）までに送付しますので、必ずご持参くださ

い。

 

２ 印　　　　　鑑
本人の場合は実印、代理人の場合は委任状の代理人使用印と 

同一の印鑑をご持参ください。

 
３ 委　　任　　状 代理人が入札に参加する場合に必要となります。

 
４ 筆　記　用　具 黒色のボールペン

村有地公募売却一般競争入札参加申込書提出先・問い合わせ先 

〒０４８-０６２１ 北海道島牧郡島牧村字泊８３番地１ 

島牧村役場施設課施設係（庁舎２階） 

ＴＥＬ　（０１３６）７５－６２７２ 

入　札　会　場　島牧村役場庁舎２階大会議室
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村有財産売買契約書（案） 

島牧村（以下「売主」という。）と　　　　（以下「買主」という。）は、次のとおり次

の条項により不動産の売買契約を締結する。 

 

（売買物件） 

第１条　売主は、次に掲げる物件（以下「本物件」という。）を買主に売り払い、買主はこ

れを買い受けるものとする。 

 

 

（売買代金） 

第２条　売買代金は、金　　　　円とする。 

 

（売買代金の支払い） 

第３条　売買代金は、売買契約締結と同時に、売主の発行する納入通知書により、一括し

て売主の指定する金融機関に納入しなければならない。ただし、次条の契約保証

金を納付する場合は、この限りではない。 

２　買主は、契約保証金を納付する場合においては売買代金を契約締結日から３０日

以内に、売主の発行する納入通知書により、一括して売主の指定する金融機関に

納入しなければならない。  

 

（契約保証金） 

第４条　買主は、前条第１項の規定による場合のほか、売買契約を締結する場合において

は、契約保証金として金　　　円を本契約と同時に売主に納付するものとする。 

２　契約保証金は売買代金の一部に充てることができる。 

 

（所有権の移転） 

第５条　本物件の所有権は、買主が第２条に規定する売買代金を完納したときに売主から

買主に移転するものとする。 

２　買主は、登記嘱託請求書を売主に提出し、売主は前項により売買物件の所有権が

移転した後、遅滞なく所有権の移転登記を嘱託する。 

 
所在地 地　目 面積（㎡）

 
島牧村字大平 61 番 7 宅地 232.38

 
所在地 地　目 面積（㎡）

 
島牧村字大平 61 番 2 原野 503.00
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（所有権移転の登記及びその費用） 

第６条　所有権の移転登記は、売主において行うものとし、その登記に必要な登録免許税

その他の費用については買主の負担とする。 

 

（物件調査等） 

第７条　売主は、本物件について、埋設物調査、地盤調査及び土壌調査等を行わない。 

買主は、本物件の地表及び地下に、建物工作物等の基礎部分、ゴミ、ガラ、その

他埋設物があった場合の撤去及び処分等が必要な場合は、買主の負担となること

を了承した上で買い受けるものとする。 

なお、地盤及び土壌に関して工事等が必要な場合も同様とする。 

２　本物件の面積と登記簿記録の面積との間に差異が生じても、売主は、地積更正登 

記の責を負わないものとする。 

３　前２項は、第９条の契約不適合に該当しない。 

 

（危険負担） 

第８条　買主は、この契約締結の時から本物件の引渡しの時までにおいて、本物件が売主

の責めに帰すことのできない事由により滅失又はき損した場合には、売主に対し

て売買代金の減免を請求することができない。 

 

（用途使用義務） 

第９条　買主は、財産の引き渡しを受けた日から３か年（令和 年 月 日）以内に村の活性

化に寄与する用途に使用しなければならない。 

 

（用途外使用の制限） 

第10条　買主は、契約締結後５年間は第１条の売買物件を村の活性化に寄与する用途以外

に使用してはならない。 

 

（契約不適合責任） 

第11条　買主は、この契約締結後、本物件に関して本契約の内容に適合しない状態（契約

不適合）があることを発見しても履行の追完、売買代金の減額、損害賠償の請求

又は契約の解除をすることができないものとする。ただし、買主が消費者契約法

（平成12年法律第61号）第２条第１項に定める消費者に該当する場合は、引渡し

の日から２年間は、この限りでない。 

 

（契約の解除） 

第12条　売主は、買主がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除する

ことができる。  
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（損害賠償） 

第13条　買主は、この契約の義務を履行しないため、売主に損害を与えたときは、その損

害を賠償しなければならない。  

 

（契約等の費用） 

第14条　この契約の締結に要する費用は、買主の負担とする。 

 

（信義則） 

第15条　売主及び買主は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 

（疑義の決定等） 

第16条　この契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、法令の定めるとこ

ろによるもののほか、売主と買主とが協議の上、これを定めるものとする。 

 

（管轄裁判所） 

第17条　この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、売主の事務所の所

在地を管轄する第一審裁判所をもって管轄裁判所とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この契約を証するため、本契約書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、各自１通

を保有するものとする。 

令和　年　月　日 

売主　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

住所 　島牧郡島牧村字泊８３番地１　　　 

氏名 　島牧村長　夏 井  一 充　　 　　  

買主　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　 氏名 
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村有地公募売却入札開催通知書 

 

1　物件名　村有地売払い（物件番号　１）　　 

 

上記物件に係る入札参加申込書を受理しました。 

 

令和　　　年　　　月　　　日 

 

 

　　　　　　　　　　様 

  

島牧村長　　夏　井　　一　充 

（取扱者　施設課　担当　　　　　　　　） 

 

（注意事項） 

1　当日は、入札執行時刻の 15 分前までにお越しください。 

2　当日は、本書と印鑑を持参してください。 
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入札物件調書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込期間　令和７年１２月　１日（月）から　 

１２月１２日（金） 

入札日時　令和７年１２月２２日（月） 

午後１時３０分 

 

島牧村役場施設課 

 

物件調書は、入札希望者が物件の現況等を確認される上での参考資料です。 

入札の前に、必ず現地の状況及び諸規制をご確認ください。 

開発等（建築を含む）に当たっては、物件調書に記載の事項以外にも、建築 

基準法等の各法令及び条例等により、規制、指導がなされる場合がありますの

で、詳細は各関係機関に御確認ください。 

物件は、現状引渡しとなります。
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物　件　調　書 

 

 

 物   件   番   号 １

 
所　 　在　 　地

島牧村字大平 61 番 7　宅地　　地積 232.38 ㎡ 

島牧村字大平 61 番 2　原野　　地積 503.00 ㎡

 最 低 売 却 価 格 978,988 円

 

契
約
条
件

・売却は２筆まとめての売却となります。 

・売却面積については登記簿面積となります。 

・物件の確定測量は行っていません。 

・土地は現状での引き渡しとなります。 

・利用用途については、村づくり、村の活性化に資するものとし、下記に該当す

る用途については、禁止します。 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に定める 風

俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する公序良

俗に反する用途に使用することはできません。 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に定める暴力団

その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、

公序良俗に反する用途に使用できません。 

・建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に規定される次の用途に利用するこ

とを禁止します。なお、同法の規定による危険物の貯蔵、処理量を問わず禁止

します。 

①危険物貯蔵施設またはこれに類する施設 

②危険物処理施設またはこれに類する施設 

③危険物製造工場またはこれに類する施設 

・建築基準法に規定される畜舎、またはこれに類する施設の用途に利用すること

を禁止します。 

・廃材等の保管施設またはこれに類する施設の用途に利用することを禁止しま

す。 

・周囲の景観を損なうもの、騒音や悪臭、健康被害等、住民生活に悪影響を与え

る施設の用途に利用することを禁止します。

 
そ
の
他

・契約その他にかかる諸費用は、契約者の負担となります。 

・土壌汚染調査は行っていません。 

※対象土地は土砂災害警戒区域（土石流）に指定されています。
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地籍図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地籍図


